
令和４年８月４日

令和４年度個別避難計画作成モデル事業 合同研修会

令和３年度モデル団体の最終報告の概要（様式1-2・2-2）（抄）

～令和３年度各モデル団体における個別避難計画作成のステップやプロセス～
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令和３年度個別避難計画作成モデル事業報告書 別冊

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/r3model_extra_issue.html
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令和３年度 モデル団体の最終報告 様式１-２・様式２-２の構成

スライドの見出し 記載内容の概要

取組の経緯、作成に向けた決意 ○個別避難計画作成に向けたストーリー

○個別避難計画を作成する取組に対する、関係者の「意気込み」「姿
勢」「熱意」など。また、取組を通じた変化

○個別避難計画を作成して良かったという声

※都道府県は、管内の市区町村の取組状況を踏まえて可能な範囲で記載

など

取組のポイント ○モデル事業の１年間における取組のポイント（アピールポイント、力
を入れた点、取組の重点など）

○検討したことも含めて記載

など

令和３年度末時点での課題 ○令和３年度末時点における課題

○今後の対応の方向性

など

個別避難計画作成のプロセス ○これから個別避難計画の作成に取り組もうとしている自治体が、どの
ようなことに取り組めばよいか、取組の全体像が把握できるように、
個別避難計画の作成の手順、段取りを記載

○フローチャートにする等、分かりやすく記載

※都道府県は、管内の市町村の最大公約数的なステップやプロセスを記載
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２宮城県 仙台市

防災・福祉の部局連携

■本モデル事業での検討事項等

対象者・対象地域等の
検討

優先度設定等の検討

福祉専門職等と連携し
た個別避難計画作成

※次年度検討し、モデル
事業等を実施する方針。

今後の事業計画やマニュアル等の検討、
本市全体計画の見直し

現行の手上げ方式による
災害時要援護者情報
登録制度の検討

・対象者等を広く定めて
おり、従前より地域の助
け合いが取り組まれてい
る。

・個別避難計画とするた
めの避難の実効性を高
める取組が必要。

・・・本モデル事業を通じて、連携協働の必要性を深く理解。

• 真に避難支援が必要な方について、
実効性の高い避難計画を検討し
ていく必要がある。

• 本人の状況や災害リスク等を踏ま
えた適切な優先度設定が必要。

• 先行する取組事例等の情報収集
にとどまり、本市の展開方法は引き
続き検討していく。

• 令和5年度以降の全市展開を検討
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２茨城県 古河市

合意形成

• 庁内の「防災部局」と「福祉部局」との連携・協働体制を確保する。
• 内外のステークホルダへの理解の促進に努め、先進例を調査し、作成方針を決定。

試行事業

• 試行事業を実施した振り返りから、問題点、課題、トレードオフ等を明確化する。
• 必要に応じて、当初の問題の定義、手法等を修正し、妥協点も念頭に置いておく。

制度設計
• 最初から、１００点満点の制度設計をせず、出来ることから漸次改善をしていく。
• 負担軽減のため、標準化・簡略化に努め、丁寧なマニュアルとQ＆Aを作成する。

展開継続
• 作成者の意見をよく聴き、ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟのために「防災研修」は必ず毎年実施する。
• 作成者の取組みの継続に向けて、モチベーションUPやインセンティブ策を検討。

点検改善
• 制度上の未完成部分を少しづつ改善しながら、新たな課題への解決策も検討する。
• 事業継続に必要な財源を確保するため、ＫＰＩを定め、費用対効果を見える化。
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２茨城県 常総市

• 避難行動要支援者マニュアル改
定

STEP１

• 地域ケア会議で作成会を実施
※ケア会議は、年間72回実施STEP2

• 一斉避難訓練時に避難計画
実効性を検証STEP3

【令和３年度課題の解消】

担当部署 内 容

防災部局

１．災害情報伝達機器等整備
２．避難所における資機材整備
３．自主防災組織結成促進
４．名簿の共有

福祉部局

１．避難行動要支援者の把握
２．名簿情報の作成・管理・更新
３．個別避難計画）作成・管理
４．避難行動要支援者情報更新・管理

【マニュアル体制の見直し】

名簿作成
情報開示
の同意

個別計画
希望調査

対象者の
情報収集

関係者の
招集

個別計画
作成

優先度確認 地域ケア会議
リーダー育成 6



個別避難計画作成のプロセス 様式１－２茨城県 つくばみらい市

①個別避難計画を作成する地区を選定
・避難行動要支援者の優先度によりつけた地区の優先順位に基づき地区を選定

②個別避難計画について避難支援者となる自治会や地域住民等に説明
・「リーダー研修会」を開催し、個別避難計画について説明
・ケーススタディ事例を用いて、「防災行動計画シート」を作成してもらい計画の

作成支援をできるようにする。

③「防災行動計画シート」の作成
・個別避難計画を作成する関係者が集まり地区ワークショップを開催
・個別避難計画について避難行動要支援者本人・家族に説明
・個別避難計画と同時にマイ・タイムライン、地域で支援するためのタイムライン

（コミュニティタイムライン）を作成

④避難訓練の実施
・「防災行動計画シート」に基づいた避難訓練を行い、計画の実行性を検証
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２

①先進自治体の事例研究を行い、資料や情報の収集をすると同時に、課題を抽出する。

②個別避難計画作成の主管部局を決定するほか、庁内の業務所管を決めるため、関係部局に
よるワーキンググループ等を結成し、体制づくりに向けた協議を行う。必要に応じて外部機
関へ参画を依頼し、庁内外の連携体制を構築。防災部局と福祉部局がこまめに協議を重ね、
互いの立場を理解し合い、一人の犠牲者も出さないという目標に向かって連携を図った。

③ワーキンググループ内で、取組方針や個別避難計画の様式作成に関する協議を行う。

④（地区防災計画策定地区のみ）地区版の個別避難計画である「お助け名簿」の情報から、
公助による支援を必要とするか確認する。

⑤避難支援者の確保に向けて、関係機関と協議を行う。

⑥福祉事業所向け説明会を開催し、福祉専門職等に個別避難計画作成を委託する。

群馬県 館林市
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２群馬県 榛東村

・普段から地域の要配慮者と関わり地域の実情に詳しい民生委員・児童委員に、避難支援を必要とす
る人の調査を依頼し、避難行動要支援者名簿への登録申請を取りまとめてもらう。

避難行動要支援対象者の調査及び登録の案内

・地図上で地域住民同士が、避難行動要支援者等の状況、地域課題等について情報を共有
・地域支援者として、自治会長、民生委員・児童委員、警察、防災ボランティア、消防団員、学

校関係者など、地域の実情を把握している方が参加。
・災害発生時等に駆けつけられる支援者や危険個所などの地域の情報を地図に示し、共通理解を図る。
・各自治会ごとに要支援者区分シートを基に優先度を４段階（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）に分ける。
・優先度の高い避難行動要支援者（Ｓ・Ａ）について個別避難計画を作成。

「住民支え合いマップづくり」開催（年一回）

・地域支援者主体で作成された個別避難計画について、福祉専門職と連携。要支援者の状況をより詳
しく把握する。

・避難行動要支援者の状態によって村内に３ヶ所ある福祉避難所へ直接避難できるよう、福祉避難所
の振り分けとそれぞれの避難経路を作成し、地域支援者及び要支援者本人へ配布

専門職との連携及び福祉避難所の振り分け

優先度の高い避難行動要支援者について、個別避難計画を策定
毎年「住民支え合いマップづくり」を開催することで計画を更新及び新規策定
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２東京都 江戸川区

個
別
避
難
計
画
の
作
成
依
頼
（
要
支
援
者
）

福
祉
避
難
所
へ
計
画
書
の
提
供

福
祉
専
門
員
へ
の
説
明
会
の
実
施

個
別
避
難
計
画
の
作
成
（
福
祉
専
門
員
）

８～３月

福
祉
避
難
所
へ
の
説
明
会
の
実
施

令和３年度

7月

避
難
所
の
位
置
づ
け
変
更

要
支
援
者
対
象
者
の
検
討

福
祉
避
難
所
の
指
定

令和２年度
令和
４年度

避
難
訓
練
の
実
施

３月
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２

①準備
・庁内外における検討体制の整備
・関係団体への参加依頼

②検討会
・マイルストーンの共有
・既存業務工程の洗い出し、個別避難計画作成の標準的な取組フロー（様式含む。）の検討
・ハイリスク者の判断基準の検討

③実証テスト
・標準取組フローに基づく個別避難計画作成

④問題解決
・実証テスト結果により把握した問題の整理、構造化、分析、結果の統合、見直し

⑤説明・公表
・個別避難計画作成の標準的な取組フロー等の公表
・取組フロー等の説明、中間目標地点、節目のポイント地点の共有

神奈川県 川崎市
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12

様式１－２神奈川県 茅ヶ崎市

1. 連携体制の確保
① 庁内の推進体制の整備
② 庁外の関係者への説明

 まちぢから協議会（自治会連合会）
 民生委員・児童委員協議会
 地域包括支援センター
 居宅介護支援事業所
 一般社団法人茅ヶ崎介護サービス事業者連絡協議会

2. 実施内容の検討
① チェックリスト、個別避難計画の作成

 庁内調整
 庁外の関係者への説明、意見聴取

② 事業の進め方の検討
 感染症対策を踏まえた実施方法の検討

（オンライン形式で実施した地域調整
会議)

3. 実施段階
① 避難支援等関係者への説明
② 日程調整（対象者、ケアマネジャー等、自主防災組織、市職員）
③ 地域調整会議（個別避難計画の作成）

個別避難計画作成のプロセス

実施段階

説明・日程調整 地域調整会議

実施内容の検討

様式の検討 進め方の検討

連携体制の確保

庁内 庁外
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２新潟県 村上市

★「個別避難計画」作成の推進

★取組を進める上で重要な点

・実効性のある「個別避難計画」の作成（避難支援等に必要な情報等の検討）
・優先的に「個別避難計画」の作成が必要な方の選定⇒「優先度」の設定
※ハザードマップ上の危険区域、対象者の心身状況や生活環境等を考慮する。
・関係者向けの「個別避難計画作成推進マニュアル」の作成
※できるだけ簡潔に、わかりやすい内容にする。
・定期的に関係者と意見交換等を実施
※困難なケース等については、関係者間で協議する体制をつくる。

庁内関係部署の連携 市

「個別避難計画」作成の推進

地域関係者 介護・福祉関係者× ×＋

＝

・庁内関係部署との共同体制による連携
・地域関係者及び介護・福祉関係者との連携

13



個別避難計画作成のプロセス 様式１－２

【個別避難計画作成ステップ】
ステップ１避難行動要支援者の名簿の確認
避難行動要支援者の名簿の更新を行う。名簿提出者は、個別避難計画作成の対象者となる。優先度の
高い人、地域の協力にて作成可能な人、本人・家族で作成可能な人を確認する。

ステップ２各災害関係団体・地区への説明会
個別避難計画作成にあたっては、地域の理解を求めるため、地区ごとに説明会・勉強会を実施する。
災害時に動員される社会資源について網羅的に確認し、団体ごとへの説明会を実施する。（自主防災
組織・防災士の会・民生委員等）

ステップ３モデル地区の選定と作成者間による勉強会
対象地区および対象者・作成者（グループ）を検討する。個別避難計画マニュアルに沿って、作成者
間で勉強会を実施する。地区ごとに平時に日常的に当事者と関わる地域支援者が作成に関与する。

ステップ４個別避難計画の作成
地区で個別避難計画調整会議を開催し、地区での話し合い・調整ができれば、地域支援者からの配慮
の具体的な提供手順について当事者に確認しながら細部を詰めて個別避難計画をグループで作成する。
課題があれば、避難行動要支援者協議会及び、地区で話合い、全地区に情報を共有する。

ステップ５審査会の実施
要配慮者と地域作成者の両者で細部を詰めた個別避難計画をフォーマットに記載した個別避難計画
（案）を地区グループ内で審査を行い情報の共有を行う。

ステップ６避難訓練の実施・検証
全員参加で誰一人取り残されない防災訓練を実際に行い、個別避難計画を実施し、訓練の検証を基に
個別避難計画の改善を行い、実効性のある内容か確認する。

福井県 永平寺町
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※計画作成対象者について

①【計画作成候補者】名簿区分で、①介護②障害③難病に該当する福祉サービス利用者を抽出
②【計画作成対象者】計画作成候補者のうち、ハザードマップ上、危険区域に居住する者を抽出

個別避難計画作成のプロセス

⑦作成者以外の計画作成
必要者の把握・情報提供⑨平時・災害時

における活用

④計画作成、納品

福祉事業所

①計画作成候補者の抽出
利用事業所の把握

②計画作成対象者の抽出

計画作成時の連携
⑧基礎情報等の共有

⑥計画(基礎情報のみ)提供
平時、災害時の活用依頼

③-1所管法人と委託契約
③-2専門職作成研修実施
③-3作成計画点検
⑤作成費用支払
⑩計画更新の確認・管理

市

地区等
（地区役員、民生委員、自主防災組織、社協、

地域包括支援センター、各種団体等）

計画作成
対象者

※

長野県 長野市 様式１－２
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２静岡県 富士市

当 初 想 定 プ ロ セ ス

計画作成対象者・対象地区の選定

対象者・地区・福祉専門職への説明・依頼

計画作成に向けた調整会議等の実施

個別避難計画の作成

作成した計画に基づく避難訓練の実施

①

②

③

④

⑤

自主防災活動熱心な地区
は協力が得られやすい！

当事者と支援者の顔合わ
せの場を作るのが重要！

関係者の理解を得るため
の大事なステップ！
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２愛知県 犬山市

〇福祉専門職との協働による個別避難計画作成のプロセス

【次年度に向けた課題】
福祉専門職とつながっていない
避難行動要支援者に対する個別
避難計画の作成へのプロセス構
築も必要。

地域との協働とともに、地域包
括支援センターや障害者基幹相
談支援センターなどの専門機関
とも連携していくプロセスを構
築していくことを協議していく。

市 福祉専門職 避難行動要支援者 地域

Step1

Step2

Step3

個別避難計画作成の

意思表示

依頼受諾

避難行動要支援者の把握

個別避難計画作成の

意思確認

作成する意思確認ができたら

個別避難計画作成の依頼

検討会議の開催（避難方法や持ち出し品の確認、避難支援者のマッチング、課題の整理 など）→ 個別避難計画の完成

＜構成メンバー＞

避難行動要支援者

福祉専門職

避難支援者（地域住民）

市 等

※個々の課題に応じて

必要なメンバーで検

討していく

避難支援等関係者への情報

提供

個別避難計画の提出

避難訓練等の実施（計画の検証）

→課題を把握した場合、適宜計画の見直しを実施

アセスメントにより把握した情報に基づいた

個別避難計画の素案作成
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個別避難計画作成の標準的な取組フロー（高島市Ver）

要支援者名簿の中から、ケアマネ
ジャーや相談支援専門員等が関わっ
ておられる方のうち、優先順位チェッ
クシートを用いて、計画作成の優先度
の高い方々を検討

【①計画作成対象者・地域の決定】

↓
市社会福祉課に優先順
位チェックシートを提出
し、内容を共有・確認

↓

〇本人（家族）同
意
個別避難計画の
説明
＋同意書
＋聴き取り

【②当事者・地域住民対象研修】

〇地域同意
区長・自治会長
民生委員等に
個別避難計画の
説明
+同意書
+聞き取り

これまでの取組を踏まえ、個別避難
計画のシート(A～E)を作成（整理）す
る。
完成した計画を、市社会福祉課へ提
出。

完成した個別避難計画を、当事者、ケア
マネジャー、相談支援専門員、市社会福
祉課、区・自治会、民生委員等へ配布し、

災害時に活用いただく。

※本人および地域の同意を得るタイミングで、
当事者および地域力アセスメントについて実
施できる場合は、同時に行うことも想定

【③当事者力・地域力アセスメント】

【④地域調整会議（ケース会議）】

避難行動要支援者に対する
個別避難計画の必要性や、
地域における取組の重要性などに
ついて理解を深める。

当事者および地域の防災力の
アセスメント（聞き取り）を行い、
当事者が避難するために必要な
情報を整理する。

各アセスメントの結果に基づき、当事
者に必要な支援やその対応について、
打ち合わせを行う会議。
当事者と支援者の発災時の行動を記
載した「マイ・タイムライン」と「地域タ
イムライン」を作成する。

【⑤個別避難計画の作成】

【⑥防災訓練・避難訓練の実施】

作成した個別避難計画の実効性を検
証するために、防災訓練（避難訓
練）を行う。訓練実施後、計画変更
の必要性があれば、計画を修正し、
個別避難計画の完成とする。

【完成・関係者への配布】

③④を同時に行うことも想定

滋賀県 高島市 個別避難計画作成のプロセス 様式１－２
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名簿提供のみの人
（災害リスクのない人）

（セルフプランで対応の人）

地域が作成する
「個別避難計画」

市が主体となって作成する
「個別避難計画」

【令和４年１月現在】
対象者の総数 ３，００７名
同意者の総数 ２，０３９名

同意率 ６７．８％

要介護３～５、身障手帳１種
精神１・２級、療育手帳Ａ
難病者、希望による登録者

【令和７年度の目標】
同意者の総数 ２，６２２名

現 状 令和7年度 同意勧奨によ
る登録者増

名簿提供のみの人
（災害リスクのない人）

（セルフプランで対応の人）

災
害
時
要
配
慮
者
支
援
事
業
名
簿

地域が作成する
「個別避難計画」

市が主体となって作成する
「個別避難計画」

「個別避難計画」の作成推進
（軽度・中度の要支援者）

【具体的な取組】
・名簿提供時に計画作成を勧奨
・地域版防災マップ作成等を通じた地域
の避難支援体制の強化
・自主防災ネットワークとの連携、先進事
例の紹介等による地域の避難支援体制
の強化

共助で避難支援が困難な
場合の「個別避難計画」

（重度の障害をお持ちの人）
（名簿提供に不同意の人）

【具体的な取組】
・令和３・４年度で３０件のモデル実施を
推進、令和５年度からの実装を目指す。
・モデル実施を通じて、避難手法、 避難
先のパターンの検討を行うとともに、実
装に向けた体制の検討等を行う。

京都府 福知山市 様式１－２

★ 要配慮者名簿登録、個別避難計画作成の推進イメージ

【避難のあり方検討会における指標】
・対象者の７割の登録を目指す

・個別避難計画の策定目標 １，９６６名

災
害
時
要
配
慮
者
支
援
事
業
名
簿

個別避難計画作成のプロセス
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個別避難計画作成のプロセス

STEP❶
準 備

STEP❷
骨格づくり

豊中市の取組み ～すべてのSTEP～

STEP❸
試行･検証

【令和3年度】

STEP❹
全市展開
の準備

STEP❺
本格実施(1)

≪検討･推進体制の構築≫
災害時個別避難計画推進部会の設置

≪災害時個別避難計画作成を推進するための基本的方針の検討≫
優先作成対象者の基準､作成までの手順､計画に盛込む事項､避難協力者確保
のしくみなど基本的な考え方の検討

≪モデル事業の実施≫
基本的な考え方に基づきモデル事業を実施⇒考え方の検証・必要な軌道修正

≪個別避難計画作成開始に向けた準備≫
・計画作成のためのマニュアル（手順や手法）づくり
・全市展開（全対象者の作成）を進める手法（モデル地区など段階的推進）の検討
・避難協力者確保に向けた事業展開（①住民啓発）

≪優先対象者の個別避難計画の作成開始≫
・福祉専門職への研修会（計画作成支援の手順など）
・避難協力者確保に向けた事業展開（②協力者の募集･登録事業）

≪優先対象者以外の個別避難計画の作成開始≫
・住民啓発（自助：自力作成、共助：地域による作成支援）
・作成を支援する体制づくり

【令和4年度】

【令和7年度】STEP❻
本格実施(2)

【令和5年度】

【令和6年度】

※ 災害時個別避難計画推進部会を中心に取り組みを進める

大阪府 豊中市 様式１－２
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・避難行動要支援者名簿の全対象者（約15,000人）の計画作成を一度に進めるのは困難
・まずは優先対象者の作成から進めるが、それでも一度に進めるのは非現実的
・以下は、現段階での優先対象者の作成の進め方の案

≪取組例①≫ モデル地区方式
協力が得られる（支援力が高い等）地区を選定して、地区内の対象者の計画作成を進める

≪取組例②≫ ハイリスク抽出方式
介護支援専門員等へのアンケート調査により「ハイリスク者で作成を希望する人」を抽出
【要件案】☑ 比較的重度の人

（移動に車椅子がいる､重度知的障害など。医療ケア要は除外）
☑ 地域住民で避難支援可能＋一般避難所で過ごせる人
☑ 家族支援力なし（独居､高齢世帯など）

≪取組例③≫ ①＋②方式 本人・専門職の協力が得られ
る人から進めるという考え方

全市展開に向けた進め方

個別避難計画作成のプロセス（R5年度～）大阪府 豊中市 様式１－２
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２

当初の想定どおりには進行していないが災害時に
誰一人として取り残される対象者がないような仕
組みづくりを目指す。

大阪府 熊取町
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２兵庫県 明石市

◆明石市の事業フロー
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２兵庫県 宝塚市

７ . 準備

・シナリオ / 場所 / 物 / 人 等 用意

・必要であればリハーサルをする

・万が一の際の代替案も考えておく

６ . 調整

・出た意見や希望に添えるよう
調整を進める

・調整に必要な情報収集も行う

３ . 対象の決定

・作成の目的を明確化する

・どの人（地域）を対象にするか
決める

２ . 情報収集

・知っていそうな人に情報をもらう

ハザード / 地域資源 / 当事者
専門職 / 関係者 / 特技のある人 等

１.庁内での周知

・庁内でコミュニケーションを取り
どんな職員がどこにいるか知る

・誰が何をしようとしているか
知っておいてもらう

４ . 依頼ルートの決定

・関係者のうち、
まず誰が必須なのか決める

・どの順、誰から参加依頼するか
決める

５ . 参加依頼

・相談し、意見や希望を聞きながら
依頼する

・無理強いをしない

８ . 実施

・進行役をし、前に出すぎない

・前向きな場になるよう注力する

・一部でも良いので訓練をする

９ . 次の実施に向けて

・振り返りをし、次に生かす

・1件ずつ別物と考えて取組む

・つながり、信頼関係を大切に！

計画様式も
(簡単なもの)
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２兵庫県 丹波市

１．対象の災害を決める。（地震、津波、洪水、土砂災害など）
災害種類で要支援の対象も避難計画も全く異なります。
【地震】…家の耐震度、家具の固定、避難先に必要な設備、物資など…
【水害】…避難の必要性、避難の方法、避難のタイミング…
【停電】…避難の必要性、通電エリアへの避難か、自宅で電源確保か…

２．優先度の高い要支援者とは…（水害の場合）
（１）福祉専門職が台風・大雨時に「気になる」人
（２）防災担当がハザードリスクから立ち退き避難が必要と判断する人

⇒想定最大規模、ため池のみリスクは共感が得にくい面も…

３．水害を想定するならば…（丹波市のケース）
（１）最終的に本人・家族が計画通りに行動する気があるか、が重要！
（２）教科書的な避難計画にはしない。（高齢者等避難で避難する的な…）
（３）移動方法（自動車）の確保が困難な場合、「公」が係わる姿勢が必要！

４．地域の支援者（近所、民生員児童委員、、自主防災組織）との調整
（１）依頼する支援は、具体的、より具体的に詰めていく。

⇒ いつでも、誰でもできる内容になっていく
（２）本人の個人情報はそんなにいらない。

⇒ 要介護度は？ 障害手帳は？は地域の人には不要な情報。
25



モデル事業における個別避難計画作成プロセスとポイント岡山県 岡山市

事前準備・優先度の検討 関係者に対する説明 計画の作成・実効性の確保
【ステップ①②関係】 【ステップ③④関係】 【ステップ⑤⑥⑦関係】

○内閣府が示す取組指針のステップに沿ってモデル事業における作成プロセスとポイントを整理。
○以下のプロセスはモデル事業の中で試行錯誤を繰り返すことで初めて見えてきたものであり、
はじめから完璧を求めず、「まずはやってみる」という実践を通じてプロセスを整理することが重要。

概要

主な取組内容

ポイント

■計画作成の促進に向けて、全市の自主
防災組織や町内会、民生委員・児童委
員の方々を対象とし、説明会を開催。

■個別の地域や関係機関に出向いて出前
講座を実施。

■地域包括支援センターや介護支援専門
員協会、相談支援専門員協会、訪問看
護ステーション連絡協議会などの医
療・保健・福祉の関係機関との意見交
換の場を定期的に開催。

■関係機関が集まる既存の会議に参加し、
モデル事業の進捗状況等を説明。

主な取組内容

■庁内の医療・保健・福祉の関係課や
庁外の関係者との協議を重ねる。

■各地区の自主防災組織の会長に対し、
モデル地区の選定について打診。

■要支援者名簿と災害リスクの重ね合わ
せを行い、優先度の高い者を抽出。

■取り組みやすさの観点から様式の見直し
■訪問・聞き取りを行う際の聞き取り
項目を整理し、チェックリストを作成。

■先進自治体や地域、関係機関等の取組
についてヒアリングを実施し、ノウハ
ウを収集する。

ポイント

主な取組内容

■各地区の自主防災組織を中心に、
①訪問・聞き取り、②調整会議、③避
難訓練の３つのステップで取り組む。

■訪問にあたっては、各地区の自主防災
組織に加えて、民生委員等の普段から
関係性のある方に同行してもらう。

■ケアマネジャー等の専門職に対し、
本人の状況に関する助言や調整会議へ
の参加について協力してもらう。

■要支援者本人の参加のもと、避難訓練
を実施するとともに、振り返りの場を
通じて、今後の課題の洗い出しを行う。

ポイント

■関係者との協議を行う際には、他都市の
事例などの具体例を提示し、イメージを
持ってもらいやすくする。

■優先度の検討にあたっては、名簿掲載者
の入れ替わりや把握方法等を考慮しつつ、
中長期的な視点を持つ。

■様式等のツールの検討にあたっては、
取組みやすさの視点を持つ。

■地域に対する働きかけにあたっては、
実際に取り組んでいる地域の取組を
紹介し、イメージを持ちやすくする。

■出前講座により各地域の取組へのフォ
ローを行う。

■関係者が集まる会議等の機会を積極的
に活用し、関係機関との関係性を構築
していく。

■はじめから完璧を求めず、実践を通じ
て課題を洗い出していく。

■中心となる自主防災組織と本人との関
係性のある民生委員・児童委員や専門
職等の医療・保健・福祉の関係者との
関係性を深め、連携して取組を進める。

■避難訓練にあたっては、地域の特色を
踏まえ、多様な主体の参画を促す。

様式１－２
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２広島県 広島市

「本人記入の個別避難計画」の様式等の設定

地域による個別避難計画の作成

介護支援専門員の参画による個別避難計画の作成公 助

< プロセス > 所管課において、様式案を作成し、以下のとおり意見聴取を行い、今年７月末頃に本人へ発送予定

< プロセス > 以下の取組を実施し、令和４年３月時点で８件の個別避難計画を作成

共 助

自 助

< プロセス > 以下の取組を実施し、令和４年３月時点で１３０件の個別避難計画を作成

1 モデル学区及び対象者の選定 市 4 対象者等との調整（個別訪問等の実施） 市 + 地域
▼ ▼

2 住民勉強会（防災・福祉）の開催 市 5 避難場所及び避難支援者の確保 市 + 地域
▼ ▼

3 関係者会議の開催 市 6 個別避難計画の作成 市 + 地域

1 4

2 5

3 6

避難場所及び避難方法を調整し、個別避難計画を作成

取組の振り返りを兼ねた意見交換会介護支援専門員向けの防災研修及び意見交換会の実施

▼

▼▼

▼
介護支援専門員の同行による個別訪問市域居宅介護支援事業者協議会へ協力依頼

担当の介護支援専門員から在宅状況を調査し、対象者を選定

区分  対 象  方 法  回　数 区分  対 象  方 法  回　数 

庁　内 防災及び福祉部局の関係課（29課） メール ３回 当事者 広島市身体障害者福祉団体連合会 対面 １回

地　域 過去に計画作成に携わった人 対面 各区１回

福祉専門職 計画作成に参画した介護支援専門員 メール １回

有識者 跡見女子学園大学　鍵屋教授 オンライン ３回
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２広島県 三原市

① 本人の状態確認
避難するとき，どの程度支援が必要か。
家族や介護サービスにより支援できる部分はどこか。

② 自宅の状況確認
自宅が警戒区域，浸水想定区域に入っていないか。
避難する場合，自宅周辺に気をつける場所はないか。

③ 災害時の行動の確認
避難所への避難，ホテル等宿泊施設の利用，
介護サービスの利用や入院，親戚・知人宅など。
自宅に留まる場合でも，自宅内での対策を確認。

④ 必要な支援の確認
声かけの体制はあるか，誰と一緒に避難所に行くか，
避難所へ行く手段は，など。

⑤ 個別避難計画に記入して，関係者で共有

⑥ 避難訓練で検証し，必要に応じて修正

福祉専門職と
協力して確認を

情報共有すること
について，同意し
たら，署名をして
もらいます

地域のみなさんで
考えてみましょう

防災と福祉が連携した個別避難計画作成のプロセス

・防災会（地域）とケアマネ（福祉）が対象者を同行訪問し，聞き取りを行い，作成します。
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２徳島県 小松島市

同意した方 同意しなかった方

要支援者・家族・民生委員・介護支援専門
員等と日程調整し、要支援者宅へ訪問し、
聞き取りを行い、ハザードマップにて自宅
の浸水深や避難場所・避難経路を確認しな
がら、個別避難計画を作成する。

同意しない旨の意思が変わりないか、確認
を行い、同意するとなれば、左記のように
個別避難計画を作成する。

介護支援専門員が要支援者宅（要介護３～５）を月１回訪問する際に、同意確認書
について説明し、記入した同意確認書を介護福祉課へ提出してもらう。

小松島市の作成手順
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２

自治体だけで個別避難計画の作成は難しく、ハードルが高い。四国中央市におい
ては、介護支援専門員地域リーダーが考案した災害時リスク・アセスメントシー
トの情報を活用し、介護支援専門員と協力して個別避難計画を作成した。

１介護支援専門員地域リーダーがリーダー研修の中で、情報整理ツールである災
害時リスク・アセスメントシートを考案

２介護支援専門員地域リーダーを通じて、市内居宅介護支援事業所に災害時リス
ク・アセスメントシートの提出依頼

３居宅介護支援事業所から提出されたシートの情報を基に、市が個別避難計画を
作成

４個別避難計画を自主防災組織や防災士等支援者を含めて検証

愛媛県 四国中央市
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２愛媛県 東温市

① 事業所利用の要支援者の抽出 要支援者のうち、福祉サービス事業所を利用してい
る人のリストを作成する。

※介護・障がい担当部局から提供してもらう。

② 個別避難計画作成等の同意確認 ①で作成したリストの掲載者へ個別案内する。（福
祉専門職との情報共有についても説明）

※要支援者本人への同意確認と平行して、福祉サービス事業所へ取組概要の説
明と協力依頼をする。（本市取組では文書により依頼）

③ 福祉専門職への説明会 福祉専門職への制度理解の研修と②で同意を得た要
支援者に関する情報提供を依頼

※情報提供依頼と併せて、避難支援に関する協議等について地域から要請が
あった場合に応じてもらうようお願いする。

④ ハザード地域への説明会 ハザード地域の町内会を通じて制度周知と個別避難
計画作成を依頼

※町内会の小グループごとに避難行動要支援者名簿を分冊し、グループでの作
成に取り組む。

⑤ 避難支援訓練の実施 個別避難計画の検証と地域の関係性の向上
※訓練に合わせて避難先施設で研修や非常食の試食等、共同で取り組む内容を

盛り込んで住民の関係性の向上を図る。

地域主体による個別避難計画作成のフロー

今後追加したい内容：上記の取組に平行して、優先的に計画作成が必要と思われる
要支援者に対しては、庁内の関連部署の共同で計画作成に取り組む。
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＜個別避難計画の検証＞

＜個別避難計画の作成（更新）＞

＜同意書の取得＞

＜関係機関との連携＞

＜庁内の体制確立＞

個別避難計画作成のプロセス 様式１－２高知県 黒潮町

・福祉部局や防災部局の連携
・全庁的な取組みとする
※黒潮町では各課室に移送支援を依頼

・社協や福祉専門職の参画による該
当者へのアプローチ
・実効性のある個別避難計画の作成
のために

・名簿配布や個別避難計画作成の同
意の取得
・無反応の方へは福祉専門職や地域
の協力を得てアプローチ

・該当者と顔を合わせて話し合う
・福祉専門職と連携して作成（地域
も巻込む）

・計画に基づいて訓練を実施
・課題等を検証し、改定を重ねて
『より実効性のある』計画に

《検証と更新》
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２佐賀県 鳥栖市

①対象者の抽出

要介護度・障害程度・ハザード上の位置等を基に抽出

地区包括支援センター、庁内障害者支援部署に依頼。

②作成事業所への連絡・事業説明

作成事業所へ個々に連絡を取り、作成の意図や手順を説明

③個別避難計画作成

作成者が対象者・対象者家族に連絡を取り、作成する。

作成の例）モニタリングの時期に合わせて聞き取る。

訪問時に家族・本人に作成をするようお渡しし、次回訪問時に聞き取りながら完成させる。

④作成後の関係者会議の実施

作成事業所・利用しているサービスの関係者・市職員で作成した計画書の見直しを行う。

確認項目）避難のタイミングが適切か 心身の状態にあった避難場所が確保できるか等

⑤個別避難計画を対象者へお渡し

会議の中で変更があった点を見直したうえで、完成した計画書を対象者へお渡し。
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２長崎県 長崎市

• 個別避難計画の項目や優先順位、実際の作成の進め方、委託費 等先行自治体への
聞き取り調査

• 個人、課同士でかつてない位に協議（集合・Web会議）
• 庁内関係課が揃って研修に参加庁内の推進体制整備

• 市の避難行動要支援者に係る現状と課題を共有
• 個別避難計画作成へのケアマネ協議会の参画および内容を協議、決定
• 市民に馴染みのある『安心カード』版で作成することを協議、決定

庁内関係課とケアマネ
協議会との合同会議

• 個別避難計画情報を管理できるシステムを構築（既存システムを改修）
• 避難行動要支援者名簿の情報では提供できなかった具体的な避難支援情報

（個別避難計画情報）をリスト化できるよう整備
• 個別避難計画の情報を避難行動要支援者と共有（令和4年度から実際に避難支

援等関係者に提供予定）

システム改修

• 地域に入りやすい要素を抽出、庁内関係課で地区情報を共有
• モデル地区の候補を選定
• 選定した地区のキーパーソンに庁内関係課が協力してアタック

地域支援関係者
との連携

• ケアマネが本人や家族とR元年 台風10号を振返り、個別避難計画調査票を作成
• ケアマネが提出した調査票をもとに『安心カード』（個別避難計画）を編集
• 『安心カード』（個別避難計画）を、ケアマネが本人と確認し冷蔵庫へ保管

個別避難計画の作成

• ケアマネ参画を要する個別避難計画作成想定数と5年間の計画数
• 真の避難支援に繋げるための計画内容の評価、改善事項の確認・対応評価・分析

• 避難行動要支援者事業の拡大事業として、5年間での完成を見据え算定予算確保

『
安
心
カ

ド
（
緊
急
時
・
災
害
時
対
応
版
）
』
作
成
手
順

34



個別避難計画作成のプロセス 様式１－２熊本県 益城町

① 庁内連携方法の検討（担当部局の役割分担等）
 当町では、福祉部局が避難行動要支援者名簿に関する業務（計画作成者選定含む）、

防災部局が個別避難計画作成に関する業務に役割を分担。

② 消防団に避難支援を依頼
 消防団への依頼は要支援者全てに関わることであるため、防災部局・福祉部局の両

部局で支援を依頼。

③ 民生委員に計画作成者の選定を依頼
 民生委員への依頼は、福祉部局が担当。
 避難行動要支援者名簿を提供し、計画の作成が必要と思われる者の選定を依頼。

④ 自主防災組織に個別避難計画作成を依頼
 自主防災組織への依頼は、防災部局が担当。
 民生委員が選定した対象者の個別避難計画作成を依頼。

⑤ 完成した個別避難計画を基に地域会議・避難訓練等を実施
防災部局が中心となり地域会議・避難訓練等を実施。

※実施を予定していたが新型コロナウイルス感染症拡大により中止

⑥ 自主防災組織に年に一度、個別避難計画の記載内容変更有無の確認を依頼
 令和４年度、防災部局が自主防災組織に依頼して実施予定
 併せて、提供している避難行動要支援者名簿の更新を実施 35



個別避難計画作成のプロセス 様式１－２大分県別府市

当事者の生活にどのよ
うな支障が生じるのか、
ハザードインパクトが
伝わるようにすること
が大切

地域における
ハザード状況の

確認
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）

の
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段
階
で
取
る
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行
動
を
時
系
列
に
計
画

私の
タイムライン

作成

ステップ2

あなたのまちの直下型地震
わたしのまちのマルチハザード

等
相談支援専門員

当事者力、平時に利用ならび
に災害時に利用可能な社会資
源を、担当のケアマネジャー
や相談支援専門員（CM)が網
羅的に調査

平時の
フォーマル
資源調査①

・行政の関係部局
（福祉・医療・保健等）
・NPO／NGO
・消防
・警察 など

平時の
フォーマル
資源調査②

・利用している事業所
・病院や施設
・不動産屋、大家
・地域生活支援

センター
・その他事業者 など

災害時の
インフォーマル

資源調査
・自治会、民生委員
・障害者団体
・老人クラブ
・その他団体や個人

など

地域力
アセスメント

ステップ3
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援
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に
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々
の
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の
方
針
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議

災害時ケアプラン
（地域のタイムライン）

調整会議

ステップ4

Ｃ
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者
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ラ
ン
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作
成

自治会長

民生委員

CSW

家族

当事者

防災部局

福祉部局

事業所

支援者

ケース・
マネジャー

自治会役員や近隣住民と当事者
を媒介する、インクルージョ
ン・マネージャー（IM)が重要

インクルージョン・
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用
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自
助
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互
助

で
は
難
し
い
･･･

当事者や家族の自助・
互助で実施可能

足りなければ

足りなければ

私と地域のタイムライン
を含むプラン案作成

ステップ5

プ
ラ
ン
作
成

プ
ラ
ン
の
確
認
と

個
人
情
報
共
有
の
同
意

プラン確認と個人情報
共有同意がセット

当事者による
プランの確認

ステップ6

なるべく多くの
ステップに

当事者が参画する！

プラン検証・
改善

ステップ7

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
防
災
訓
練
で
の

災
害
時
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
検
証
・
改
善
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・庁外関係者をいかにうまく巻き込んでいくかが一番のポイント
・時間をかけてでも丁寧に説明し、より多くの理解を得ることが計画作成の近道

個別避難計画作成のプロセス 様式１－２宮崎県 延岡市

１．庁内外の関係者を巻き込む
【庁内】
・危機管理部局×福祉部局が連携して取り組むことを、担当レベルではなく、部局長レベルで
庁内組織として合意する（辞令等が出るとなお良い）。
【庁外】
・行政が中心となって計画作成していく強い思いや覚悟を伝える。
・計画の必要性を十分に理解してもらい、区長・民生委員・専門職・社協などの誰か一人に負
担を押し付けない。
・何か特別なことを始めるのではなく、それぞれの日常業務の延長線上に計画作成があること
を理解してもらう。
２．地域住民の理解（ワークショップの開催） ⇒ 地区防災計画WS
・自治会単位などで住民向けのコミュニティタイムラインワークショップなどを開催し、地域
住民の防災に対する機運を高め、地域の避難に対する考え方を理解する。
・地域に要配慮者（避難行動要支援者）がいることを広く認識する。
３．地域調整会議の開催・計画の作成
・避難行動要支援者本人、家族、避難支援等関係者で地域調整会議を開催する。
４．検証
・計画をある程度の件数作成した段階で、計画作成の一連の流れなどに課題がないか、関係者
を一堂に会し、検証し、改善を行う。
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個別避難計画作成のプロセス 様式１－２沖縄県 那覇市

１ 地区を選定し、計画作成を行うメンバーを決める

・地域でどのような体制で取り組むかを話し合う
・地域防災や避難行動要支援者の支援制度の勉強会を開催する

メンバーの具体例
・自治会の役員、福祉や防災の担当者
・自主防災組織や消防団のメンバー
・民生委員・児童委員
・地域包括支援センター職員
・社会福祉協議会のCSW(コミュニティソーシャルワーカー)

２ 地域の要支援者の情報を集める

・避難の支援が必要な方が地域のどこにいるのか、民生委員や
自治会関係者から情報を集める

・「避難行動要支援者名簿」を地域で確認する

３ 地域の要支援者を把握する

・「避難行動要支援者名簿」や
地域で把握している情報を活用し、
地域にいる要支援者を把握する

・「要支援者マップ」を作成する

４ 要支援者とコンタクトをとる

・要支援者に連絡し、個別避難計画作成について説明してみる

５ 要支援者と「個別避難計画」を作成する

・要支援者から困りごとなどを聞き取ってみる
・避難支援に必要な情報を確認し、「個別避難計画」を作成する

６ 地域で日頃の見守りスタート！

・日頃のあいさつや地域活動をとおして、顔の見える関係をつ
くる

７ 防災訓練に参加する（未着手）

・防災訓練で「個別避難計画」の検証を行う

◆メンバーは地域のことをよく知っている人に協力してもらう

◆要支援者マップ
⇒地域のどこに要支援者がいるのか
⇒要支援者の近くに避難支援者になりそうな人はいるか
⇒避難所は近くにあるか
などの情報がすぐにわかる

◆要支援者と日頃から関わりのある方が連絡することで、
要支援者が安心して取り組みに参加することが出来ます
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個別避難計画作成のプロセス宮城県 様式２－２

基本的な考え方

○国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」に例示されてい
るステップ図を参考にしつつ、地域の実情に合わせて進めていく。
（例）

①庁内外の体制づくり
②優先度の整理、対象地区・対象者等の選定
③福祉、医療関係者等に個別避難計画制度の趣旨等を説明
④避難支援者等に趣旨等の説明
⑤市町村による計画作成又は本人・地域による計画作成
⑤避難の実行性を確保する取組（計画の共有、更新、訓練等）

まず「庁内外の体制づくり」から
○まずは、自治体における関係部署（防災、保健、福祉等）で連携し、ケアマ
ネージャー等の福祉専門職、民生委員、町内会・自治会、自主防災組織、社会
福祉協議会等の避難支援等関係者との連携の取組を進めていく必要がある。
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個別避難計画作成のプロセス茨城県 様式２－２

1 取組の方針
（１）全市町村において個別避難計画の作成

ハザード内に居住する等、優先度が高い避難行動要支援者の個別避難計画をおおむね５年で
作成

（２）避難支援等実施者がいない避難行動要支援者を避難させるための支援体制を構築
令和４年の台風シーズンまでに全市町村で構築を目指す。※防災部局と連携。

２ 作成の手順
（１）全市町村において個別避難計画の作成

①庁内・庁外の連携体制の整備
②優先度付け（ハザードに居住する避難行動要支援者 等）
③作成の担い手を検討（行政、地域、本人）
④地域支援者の確保・調整
➄個別避難計画の提供
⑥計画に基づく避難訓練の実施→実効性のある計画に更新

（２）令和４年の台風シーズンまでに避難行動要支援者を避難させるための支援体制を構築
※防災部局と連携。
①市町村職員及び関係団体による支援（業務や人員の洗い出し等）
②地域住民を中心とした支援（対象者の絞り込み、支援内容やタイミングの調整）

取組推進のためには福祉部局と防災部局の連携と優良事例の蓄積が不可欠
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個別避難計画作成のプロセス群馬県 様式２－２

・ 現状の作成プロセス例

→ 市町村と社会福祉協議会、自治会等の地域の関係機関が、地域課題の共有のために作成して

いる「住民支え合いマップ」を個別避難計画の作成に位置付ける取組

・ 複数の作成プロセスの例示

→ 群馬県避難ビジョンに基づく取組を進めるための専門チーム（個別避難計画チーム）に参画

している９市町村において、それぞれのロードマップを作成し、来年度以降取り組む予定である。

→ 市町村の規模感や活用できる社会資源の違いにより、複数の作成プロセスが考えられるため、

上記の９市町村の取組を集約し、他の市町村にもフィードバックする。
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個別避難計画作成のプロセス東京都 様式２－２

〇モデル自治体以外の自治体について、計画作成のプロセスを把握していないが、
内閣府の『避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針』で示されている
プロセスで取組を進めている自治体が多いと考えられる。

〇作成対象者数が多い都内自治体の特徴を踏まえると、以下の取組が重要と考え
ている。

・情報システムの導入や業務の外部委託等による計画作成の効率化
・区市町村主体の計画作成と並行した、本人・地域による計画作成

〇また、個別避難計画の実効性を高めるために以下のような取組も重要と考えて
おり、区市町村で実施した場合の経費補助も行っている。

・要配慮者及び避難支援等関係者を対象とした研修会の実施
・自治会、民生委員等の避難支援等関係者等との連携会議の開催
・作成した個別避難計画を利用した避難訓練の実施
・個別避難計画の定期的な更新
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個別避難計画作成のプロセス新潟県 様式２－２

1. 庁内連携体制の構築
 一つの部署で全てを調整・実施することは困難

2. 有識者（メンター）を探す
 大学教授など高い視点から助言いただける人の存在が重要

6. 避難先（福祉避難所）の確保
 避難先（ゴール）を確保すると計画作成をイメージしやすく加速するのではないか。

5. 相互に研修の実施
 相互にお互いの知識を習得すると更に連携が進むのではないか。
⃝ 防災関係者 ➡ 介護・福祉の基礎知識を習得
⃝ 福祉関係者 ➡ 防災の基礎知識を習得

4. 地域の防災、介護福祉関係者との連携
 防災のみでは、身体の状況に応じた計画作成が困難
 介護福祉関係者のみでは、発災時の避難支援の実行（実力）が困難

3. 常時に情報交換を行うパートナー自治体を探す
 お互いに刺激し合いよりよい計画作成を目指す。
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個別避難計画作成のプロセス静岡県 様式２－２

時 期 内 容

５～６月 市町職員向けの個別避難計画作成研修会
※福祉専門職向け研修会は、兵庫県社会福祉士会実施のオンライン研修を活用予定

７～８月 市町の進捗把握のためのアンケート実施（県独自調査）

９月 市町意見交換会

１０～１１月 県モデル事業「調整会議（ケース会議）」の市町職員の視察
※令和４年度１０事例実施予定

１～２月 市町の進捗把握のためのアンケート実施（消防庁・内閣府調査）

２～３月 事例報告会等

＜令和４年度の予定＞
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個別避難計画作成のプロセス滋賀県 様式２－２
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個別避難計画作成のプロセス京都府 様式２－２

まずは庁内の体制を構築し、関係者へ連携体制を広げた後、優先度について協議をするこ
とが必要であると考える。

庁内連携

• 庁内関係部局を横断して連携し、取組を進めるために体制を構築する（理事者の意向確認含む）
• 庁外関係者へのアプローチ及び今後の取組の進め方について協議する

庁外連携

• 福祉専門職、民生委員、自主防災組織等、各関係者へ個別避難計画の意義や事例を説明し、協力を得る
• それぞれの組織の役割やできること・できないことについて協議する

優先度・作成方法
の検討

• 優先度の高い方の絞り込み方法について、庁内・庁外関係者で協議する
• 優先度の高い方の計画作成方法について協議する

実効性の確認

• 計画を作成後、実効性を確認するための訓練の方法について検討する
• 訓練結果を個別避難計画に反映させる

上記プロセスで決めた作成方法に基づき、計画作成を進める
46



個別避難計画作成のプロセス京都府 様式２－２

（参考）
11月26日の｢個別避難計画作成に係る情報共有会｣において府内市町村にお示ししたステップ図
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個別避難計画作成のプロセス兵庫県 様式２－２

○優先度を踏まえた個別避難計画の作成の流れ
避難行動要支援者の範囲の見直し
・心身の状態の判断基準から、避難行動要支援者名簿を精査する。

土地のハザードの確認による優先作成地区の策定
・浸水想定区域など地域におけるハザードがある地区ごとに避難行動要支援者数を算出し、そ
の人数の多い地区を優先作成地区とする。

地区ごとの個別避難計画作成方法の振り分け
・優先作成地区ごとに、地域におけるハザードの状況、対象者の心身の状況、独居等の居住の
実態など３つの要素で、市町主導の個別避難計画作成か、本人・地域による個別避難計画作成
かの作成方法の振り分けを行う。

調整会議を開催し個別避難計画を作成、防災訓練の実施
・個別避難計画作成の推進体制を整備した上で、調整会議を開催し、地区ごとに個別避難計画
を作成する。また、作成した個別避難計画に基づく防災訓練を実施し、訓練の検証結果に基づ
き、必要があれば個別避難計画を修正する。

個別避難計画情報の地域への提供
・本人の同意を得た場合又は条例の特別の規定に基づき、避難支援等関係者に個別避難計画情
報を提供する。

防災と福祉が連携し作成した実効性のある個別避難計画に基づく避難行動要支援者の避難支援
体制の確立
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標準的な流れ 内 容

主な関係者

備 考
当事者 自主

防災組織
福祉
専門職

Step１ 対象地区や当事
者の選定 ● ● ●

Step２ 防災・福祉対応
力向上研修の実施 ● ● ● ● ●

県委託事
業研修
・福祉関係者向け
・地域関係者向
け意見交換会

Step３ 当事者力アセス
メントの実施

当事者への聞き取りや説明を実施
避難時における事前準備も併せて確認 ● ● ● ●

Step４ 地域力アセスメ
ントの実施

地域の災害リスクの把握や地域で利用できる
資源等の確認 ● ● ● ● ●

Step５ 個別避難計画の
作成 当事者情報（基礎情報）の計画への落とし込み ● ● ●

Step６ 地域調整会議の
開催 ● ● ● ● ● ●

Step７ 避難訓練の実施
及び振り返り ● ● ● ● ● ●

Step８ 個別避難計画の
見直し ● ● ● ● ● ●

Step９ 補助金申請 市町村に対する個別避難計画の作成経費を支援 ● 県補助事業

Step10 補助金支払い 市町村に対する個別避難計画の作成経費を支援 ● 県補助事業

地域
住民

福祉
専門職

市町村
職員

計画作成の優先度付けの整理
対象となる地区や当事者を選定

避難訓練等を踏まえ、計画内容を修正
関係者への計画の提供、市町村への提出

計画内容を検証するため、避難訓練を実施
実施後、振り返りを行い改善点を洗い出し

民生委員や福祉専門職を中心に関係者で避難支援
のタイミングや方法、避難支援の際に配慮すべき
事項等を確認

防災や福祉に関する現状や動向を把握するとと
もに災害リスクを正しく理解し、避難行動要支
援者に対する支援や個別避難計画の作成に必要
な知識と技術の習得することを目的に実施。防
災部門は福祉分野を、福祉部門は防災分野を重
点的に学習（たすき掛け）。

個別避難計画作成のプロセス岡山県 様式２－２
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ロードマップ
Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

地
域
モ
デ
ル
事
業

モ
デ
ル
地
区

モデル地区の選定

【名簿整理】
計画策定対者選定

モデル地区
その他の地区 ０市町

【個別計画策定】
・コーディネーター派遣
・自主防への福祉理解研修
・ワークショップ
・個別計画策定
・避難訓練実施
・報告書作成

０市町

その他の地区 その他の地区

モデル
地区

その他の地区

モデル
地区

３市町
モデル実施

１０市町
モデル実施

１０市町
モデル実施 モデル地区以外への横展開

新規策定・
更新策定

モデル
地区

モデル地区以外への横展開 新規策定・更新策定

Ｒ３
市町
選定

Ｒ５
市町
選定

Ｒ４
市町
選定

地区
選定

地区
選定

地区
選定

Ｒ３モデル事業の
実施状況を踏まえ，
展開方法の考え方
を整理する

モデル地区以外への横展開

個別避難計画作成のプロセス広島県 様式２－２

個別計画の策定対象者は，１年目で選定を完了
個別計画は，１年目は１地区（概ね小学校区程度）でモデル的に策定に取組み，２年目以降は他地区へ展開し，３年間で策定を完了

【モデル市町での取組イメージ 】 ＜Ｒ３スタート例＞

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

計画策定対象者の精査

個別計画策定

選定完了

１地区 策定完了他地区へ展開
※最優先に対応すべき者の
個別計画策定
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個別避難計画作成のプロセス

51

徳島県 様式２－２

Step1 関係機関との連携
■個別避難計画の作成課程で具体的な課題が出てきたときに相談すると自然に連携が進みます。

× 個別避難計画作成に協力して ○ 福祉避難所に胃瘻用の食事を備蓄できないか。○バッテリーの貸出ができないか。
Step2 優先度に基づき対象地区・対象者を選定

■ハザードマップにより、優先度を決めましょう。
心身の状態は作成過程でも確認が可能です。『迷ったら優先度が高いとして早期着手』すれば、早期に作成すべき方の

作成が遅れることもありません。
Step３ 福祉や医療関係者等への個別避難計画の意義の説明

■説明をするときは、理論だけでなく「ストーリー（事例）」を説明しましょう。
「NHKハートネットＴＶの視聴」や「要配慮者本人から話をしてもらう」などが効果的です。
また、防災の知識や災害対策基本法の話などは、『県の防災出前講座』を活用できます。

Step４ 避難支援者となる自主防災組織や地区住民に個別避難計画の意義や事例を説明
■支援者に加え、避難行動要支援者、数年後に避難行動要支援者となるかもしれない人等、地域のすべての方が含まれる

集団を対象に説明会を開催しましょう。支援者に支援をお願いするのではなく、『みんなで個別避難計画を作って
みませんか。』『一緒に避難しましょう。』という姿勢が大事です。

Step5 ～Step６ 事前の情報収集から個別避難計画の作成へ
■モデル事業の成果をもとに県が作成する手引きを参考に、個別避難計画の作成に取り組んでください。

実行可能（実効性の高い）個別避難計画作成における重要なポイントは下記の５つです。
①多くの避難行動要支援者は「できれば自宅でいたい。」と思っています。

普段の移動方法や生活状況を確認し、普段の生活が一番という前提で、避難方法や避難先を検討します。
②避難支援者は本人の知り合いや近所の人に限らず、人と人とのつながりを頼りに幅広く検討しましょう。

避難支援者の負担を最小限にすることを意識して本人や家族が準備できることは事前に行っておきましょう。
台風の前日に親族宅へ避難するなど、避難のタイミングを考えるだけでも支援者の負担は軽減されます。

③避難支援を安全に行うため、避難（支援）開始のタイミングを明確に定め、共有しましょう。
津波の場合は「（海側に）支援に向かう」ではなく「一緒に逃げる」人を探しましょう。

④避難先は福祉避難所に限らず、心身の状態や災害の種類に応じて、幅広く検討しましょう。
直接避難を希望する場合には、事前に本人と支援者が福祉避難所を訪問し、福祉避難所職員と協議をしましょう。

⑤避難訓練は必ず実施しましょう。避難訓練ができない場合は、計画に問題があると考え、見直します。
Step7 実効性を確保するための取組を実施

■ 個別避難計画の作成過程では、様々な防災上の課題（避難経路、避難所や福祉避難所の設備、備蓄品、情報
伝達 など）が「見える化」されます。個別避難計画を防災施策につなげることで、実効性を高めます。

悩むよりも作成に着手

迷ったら早期着手

理屈っぽくなりすぎない

「支援者」も同じ「避難者」

本人中心、本人に寄り添う

避難意識向上

避難者の負担軽減

支援者の安全

避難後生活の向上

実効性の確認
実効性確保のヒントは個別避難計画にある
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①連携の中心になる関係者に協
力を依頼する

④情報共有の場を作る③計画の作成（要支援者への働
きかけ、文書送付等）

②地域の協力者を含めた協議の
場を作る

個別避難計画作成のプロセス愛媛県 様式２－２

＜基本的な流れ＞
計画作成の中心となる担い手や進め方は様々であるが、市町が関係者、協力者に参画を依頼し、協議、情報共有、訓練の機会を設定するこ
とで、共働の流れを作ることができる。

⑤計画を使った訓練を実施する

＜各地の取組概要＞
県が防災・福祉関係者向けリーフレットを作成し、計画作成の進め方は様々な方法があり得るが、連携が不可欠であることを訴えている。
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個別避難計画作成のプロセス高知県 様式２－２

優先度を踏まえた個別避難計画の作成

居住地の災害リスク

考
慮 専門的な支援等

が必要で地域で
は対応が難しい
要支援者

・津波
・土砂崩れ
・洪水

[優先度][優先内容]

市町村が主体と
なって計画を作成

心身の状況による
避難困難度

独居・社会的孤立の
可能性

・移動能力
・避難の判断能力
・情報取得の能力

・世帯に複数の要支援者
・家族の避難能力が弱い

本人・地域記入に
よる計画の作成

[優先度に応じた作成推進]

福祉専門職等
による支援

自主防災組織、
民生委員等の
協力

高

低

【公助】

【自助・共助】

連
携

避難行動要支援者名簿の精査
〔例〕同居家族等の支援により避難が可能な者の除外、掲載理由が年齢要件のみの者の除外

市町村における取組（Ｒ４～） 県の取組

個別避難計画に基づく避難訓練の実施

個別避難計画の更新

市町村の取組を全面的に支援

◆県ガイドラインを改定し、県
として促進する取組の方向性
を明記

◆福祉専門職参画の促進
・県域関係団体やケアマネジャー定例
会等で取組を説明し、参画の下地づ
くり

・市町村に福祉専門職参画の有効性を
啓発しつつ、具体的な手法や資料を
提示

◆県補助金により支援
【Ｒ４年度補助対象（案）】
①福祉専門職等に同意取得を依頼す
る経費

②福祉専門職等に計画作成（改定含
む）を依頼する経費

③福祉専門職に避難行動要支援者が
参加する訓練への同行、助言を依
頼する経費

④計画作成・更新時や訓練実施時に
必要性が認められた、避難支援の
ための資機材の購入費（車椅子、
担架等）

要件別 要介護認定 身体障害者手帳 療育手帳 精神障害 高齢者世帯 その他

高 ５ １級 A１ １級 難病等患者

～ ２級 A２ 単身

低 高齢者のみ
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個別避難計画作成のプロセス長崎県 様式２－２

避難行動要支援者やその家族、避難支援者、ケアマネージャーなどの福祉専門職、民生委員、
自主防衛組織などの協力を得ながら作成

作成した計画は要支援者やその家族、避難支援者、行政、民生委員、福祉専門職、

自主防衛組織等と共有し、避難訓練を実施

随時、計画の見直し・更新を実施

〇優先度の設定（施設入所者や長期入院者は対象外）

〇避難支援者の情報 氏名、住所、連絡先など

〇避難場所、避難経路 避難経路等を記した地図など

氏名、生年月日、住所、連絡先、緊急連絡先、
家族状況、主な疾患やかかりつけ医、携行医薬品、
避難時に支援が必要な内容など

実効性のある個別避難計画の作成に向けて

〇要支援者の基本情報

・定期的な進捗状況の把握、避難行動要支援者担当課長等会議での課題共有
・計画作成を担う中核的人材の育成、福祉専門職の参画促進
・市町が抱える課題解決に向けた個別ヒアリングの実施 等
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できない

できる

個別避難計画作成のプロセス宮崎県 様式２－２

１ 庁内（防災・福祉・地域づくりの関係課）で意見交換の場の設定 ⇒ WG立ち上げ
・個別避難計画の趣旨を確認
・現状の情報共有（避難行動要支援者数や要件等）
・自治会や自主防災組織の活動状況
・管内のハザードの状況

計画作成を円滑
に進める方法に
ついて意見交換

WGの立ち上げ

２ 地域（自治会・自主防災組織）へ「地区防災計画制度の考え方」
「個別避難計画（地区防災計画の要支援者版）の意義」を説明

・防災に対する地域の機運を高める

地区防災計画
作成の推進

３ 民生委員、福祉専門職への説明会を開催
・計画作成への協力依頼（全ての要支援者の避難支援者になるものではない旨の説明が必要）

名簿の見直し
（優先度の検討）

４ 避難行動要支援者との面談（当事者・行政・民生委員・福祉専門職）
・個人（家族）対応で避難できるか判断 個人でつくる個別避難計画作成

５ 地域調整会議の開催（当事者・行政・民生委員・福祉専門職・消防団・自治会等）

地域でつくる個別避難計画作成 地域でつくる個別避難計画作成

６ 地区の避難訓練を開催
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個別避難計画作成のプロセス沖縄県 様式２－２

○ 避難行動要支援者名簿の更新時に
個別避難計画作成対象者の絞り込み

○ 対象者の避難候補先の選別

○ 名簿登録者への戸別訪問
（市町村職員、社協、CSW等）
・避難先の説明（福祉避難所等）
・避難先への避難方法の確認。

※ 避難先を説明することによって、本人及び
ご家族において、避難方法等明確な課題が
わかることにより、個別避難計画の必要性を
感じることとなる。

○ 安心して避難できる福祉避難所の確保
及び一般避難所における福祉避難スペース
の確保

○ 地域における避難訓練

○ DWATおきなわの拡充
チーム員 118名（R4.2現在)

福祉関係部局 福祉・防災部局

個別避難計画の作成に当たっては、福祉部局と防災部局との連携が必要
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個別避難計画作成モデル事業ポータルサイト
https://y-hinan.jp/
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